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第第２２節節  施施設設計計画画  

１１  交交通通施施設設  

((11))  道道  路路  

ア 都市計画道路 

道路は、都市活動及び都市生活を支える基幹的な都市施設であり、都においては、約3,210k

mの都市計画道路を決定しています。一方、その完成率は約65％にとどまっており、おおむね1

0年ごとに事業化計画を策定し、優先的に整備すべき路線を選定して、計画的、効率的な整備

を図っています。 

これまでの区部の都市計画道路は、昭和21年に都市計画決定（当初決定）した後、社会経済

情勢の変化等により、昭和25年、昭和39年（環６内）、昭和41年（環６外）及び昭和56年（区

部全域）に都市計画道路全体の見直し（道路再検討）を行っています。 

多摩地域の都市計画道路は、昭和５年に八王子都市計画区域内の計画が決定した後、都市計

画区域ごとに計画決定されてきたため、多摩地域全体として統一のとれたものではありません

でした。このため、昭和36年及び昭和37年に多摩地域全体を見据えた都市計画道路の見直しを

行い、その後、社会経済情勢の変化等により、平成元年度に都市計画道路網の検証を行ってい

ます。 

整備に当たっては、区部は昭和56年度、平成３年度及び平成15年度に、多摩地域は平成元年

度、平成７年度及び平成18年度に優先的に整備する路線を選定した事業化計画を策定し、計画

的、効率的に進めてきました。 

平成27年度には、より効率的な道路整備を進めるため、特別区及び26市２町と連携・協働し

区部と多摩地域を統合した「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」を

策定しています。この方針では、東京が目指すべき将来像を「環状メガロポリス構造の実現」

「集約型の地域構造への再編」、「安全・安心な都市の実現」とし、その実現に向け道路整備

の基本目標を「活力」、「防災」、「暮らし」、「環境」と設定しました。この基本目標を踏

まえ、未着手の都市計画道路を対象に必要性の検証を実施し、令和７年度までに優先的に整備

すべき路線として320区間・約226㎞を選定しました。あわせて、必要性が確認されなかった９

区間・約4.9㎞を「見直し候補路線（区間）」、必要性が確認されたが、都市計画の内容を検

討する必要がある路線として28区間・約30.4㎞を「計画内容再検討路線（区間）」、東京の目

指す将来都市像の実現に向け、新たに都市計画道路が必要となる８か所を「新たな都市計画道

路の検討が必要な箇所」として抽出し、これらの路線の検討を進めることとし、令和６年度末

までに15区間・約7.1kmについて都市計画変更の手続を行いました。 

また、令和元年度には、整備方針（第四次事業化計画）により、必要な都市計画道路の整備

を着実に進める一方で、東京都と特別区及び26市２町は協働で、優先整備路線等を除く未着

手の都市計画道路の検証を行い、「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」を

策定しました。 

基本方針では、整備方針（第四次事業化計画）の将来都市計画道路ネットワークの検証を前

提とした上で、計画内容を検討し、変更予定路線として概成道路等約12kmや橋詰などを選定

しました。そのうち、令和６年度末までに約10.2㎞・橋詰５か所・支線２か所・交差点拡幅
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部１か所について、都市計画変更の手続を行いました。今後も沿道の用途地域など関係する計

画等について、沿道市街地の将来像や地域の実情を踏まえて関係する自治体と調整した上で、

必要な都市計画手続を行っていきます。 

参参照照：：第第３３－－1100 表表  都都市市計計画画道道路路のの整整備備状状況況（（114466 ペペーージジ））  

 

 

イ 都市高速道路 

戦後、都内では自動車交通の混雑緩和や、一般街路からの通過交通の排除等を図るため、一般

街路とは分離された平面交差のない自動車専用道路が必要となりました。 

このため、東京都では、昭和 26 年から調査を進め、昭和 28 年の首都建設委員会の都市高速

道路網建設の勧告、昭和 32 年に決定された建設省（当時）の「東京都市計画都市高速道路に関

する基本方針」及び東京都市計画高速道路調査特別委員会の検討に基づき、昭和 34 年８月に８

路線２分岐線、延長約 71 ㎞に及ぶ都市高速道路網が初めて都市計画決定されました。その後、

都市間高速道路との接続や環状線の追加等の計画変更を行い、令和７年４月現在、18 路線３分岐

線、延長約 222 ㎞を都市計画決定しています。このうち、事業中の新設路線は、外郭環状線の

１路線、延長約 16km です。 

これらのほかに、都県境を越えた環状方向の連携強化に資するものとして、首都圏中央連絡自

動車道（圏央道）の延長約 24 ㎞を都市計画決定しています。 

また、首都高速道路株式会社は、平成 26 年に大規模更新５か所約９km、大規模修繕約 55km

とする更新計画について国から事業許可を取得し、現在、大規模更新４か所約７km を都市計画

事業として実施しています。 

 

参参照照：：第第３３－－1111 表表  東東京京都都市市計計画画都都市市高高速速道道路路のの現現況況（（114466 ペペーージジ））  

第第３３－－1122 図図  都都市市高高速速道道路路網網図図（（5522 ペペーージジ））  

        第第３３－－1133 図図  高高速速道道路路ネネッットトワワーークク（（5522 ペペーージジ））  
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第第２２節節  施施設設計計画画  

１１  交交通通施施設設  

((11))  道道  路路  

ア 都市計画道路 

道路は、都市活動及び都市生活を支える基幹的な都市施設であり、都においては、約3,210k

mの都市計画道路を決定しています。一方、その完成率は約65％にとどまっており、おおむね1

0年ごとに事業化計画を策定し、優先的に整備すべき路線を選定して、計画的、効率的な整備

を図っています。 

これまでの区部の都市計画道路は、昭和21年に都市計画決定（当初決定）した後、社会経済

情勢の変化等により、昭和25年、昭和39年（環６内）、昭和41年（環６外）及び昭和56年（区

部全域）に都市計画道路全体の見直し（道路再検討）を行っています。 

多摩地域の都市計画道路は、昭和５年に八王子都市計画区域内の計画が決定した後、都市計

画区域ごとに計画決定されてきたため、多摩地域全体として統一のとれたものではありません

でした。このため、昭和36年及び昭和37年に多摩地域全体を見据えた都市計画道路の見直しを

行い、その後、社会経済情勢の変化等により、平成元年度に都市計画道路網の検証を行ってい

ます。 

整備に当たっては、区部は昭和56年度、平成３年度及び平成15年度に、多摩地域は平成元年

度、平成７年度及び平成18年度に優先的に整備する路線を選定した事業化計画を策定し、計画

的、効率的に進めてきました。 

平成27年度には、より効率的な道路整備を進めるため、特別区及び26市２町と連携・協働し

区部と多摩地域を統合した「東京における都市計画道路の整備方針（第四次事業化計画）」を

策定しています。この方針では、東京が目指すべき将来像を「環状メガロポリス構造の実現」

「集約型の地域構造への再編」、「安全・安心な都市の実現」とし、その実現に向け道路整備

の基本目標を「活力」、「防災」、「暮らし」、「環境」と設定しました。この基本目標を踏

まえ、未着手の都市計画道路を対象に必要性の検証を実施し、令和７年度までに優先的に整備

すべき路線として320区間・約226㎞を選定しました。あわせて、必要性が確認されなかった９

区間・約4.9㎞を「見直し候補路線（区間）」、必要性が確認されたが、都市計画の内容を検

討する必要がある路線として28区間・約30.4㎞を「計画内容再検討路線（区間）」、東京の目

指す将来都市像の実現に向け、新たに都市計画道路が必要となる８か所を「新たな都市計画道

路の検討が必要な箇所」として抽出し、これらの路線の検討を進めることとし、令和６年度末

までに15区間・約7.1kmについて都市計画変更の手続を行いました。 

また、令和元年度には、整備方針（第四次事業化計画）により、必要な都市計画道路の整備

を着実に進める一方で、東京都と特別区及び26市２町は協働で、優先整備路線等を除く未着

手の都市計画道路の検証を行い、「東京における都市計画道路の在り方に関する基本方針」を

策定しました。 

基本方針では、整備方針（第四次事業化計画）の将来都市計画道路ネットワークの検証を前

提とした上で、計画内容を検討し、変更予定路線として概成道路等約12kmや橋詰などを選定

しました。そのうち、令和６年度末までに約10.2㎞・橋詰５か所・支線２か所・交差点拡幅
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部１か所について、都市計画変更の手続を行いました。今後も沿道の用途地域など関係する計

画等について、沿道市街地の将来像や地域の実情を踏まえて関係する自治体と調整した上で、

必要な都市計画手続を行っていきます。 

参参照照：：第第３３－－1100 表表  都都市市計計画画道道路路のの整整備備状状況況（（114466 ペペーージジ））  

 

 

イ 都市高速道路 

戦後、都内では自動車交通の混雑緩和や、一般街路からの通過交通の排除等を図るため、一般

街路とは分離された平面交差のない自動車専用道路が必要となりました。 

このため、東京都では、昭和 26 年から調査を進め、昭和 28 年の首都建設委員会の都市高速

道路網建設の勧告、昭和 32 年に決定された建設省（当時）の「東京都市計画都市高速道路に関

する基本方針」及び東京都市計画高速道路調査特別委員会の検討に基づき、昭和 34 年８月に８

路線２分岐線、延長約 71 ㎞に及ぶ都市高速道路網が初めて都市計画決定されました。その後、

都市間高速道路との接続や環状線の追加等の計画変更を行い、令和７年４月現在、18 路線３分岐

線、延長約 222 ㎞を都市計画決定しています。このうち、事業中の新設路線は、外郭環状線の

１路線、延長約 16km です。 

これらのほかに、都県境を越えた環状方向の連携強化に資するものとして、首都圏中央連絡自

動車道（圏央道）の延長約 24 ㎞を都市計画決定しています。 

また、首都高速道路株式会社は、平成 26 年に大規模更新５か所約９km、大規模修繕約 55km

とする更新計画について国から事業許可を取得し、現在、大規模更新４か所約７km を都市計画

事業として実施しています。 

 

参参照照：：第第３３－－1111 表表  東東京京都都市市計計画画都都市市高高速速道道路路のの現現況況（（114466 ペペーージジ））  

第第３３－－1122 図図  都都市市高高速速道道路路網網図図（（5522 ペペーージジ））  

        第第３３－－1133 図図  高高速速道道路路ネネッットトワワーークク（（5522 ペペーージジ））  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－ 52 －－   －52

第第３３－－1122 図図 都都市市高高速速道道路路網網図図

 

 

 

 

 

 

 

 

第第３３－－1133 図図 高高速速道道路路ネネッットトワワーークク

令和７年４月 1 日現在

（令和７年４月１日現在）
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((22))  都都市市高高速速鉄鉄道道  

東京圏では、活発な都市活動により、鉄道を利用する多くの通勤・通学需要が存在しています。

特に郊外から都心に至る路線の混雑が激しいものとなっています。このような通勤・通学時の混雑

を緩和するため、地下鉄等の建設や複々線化などにより輸送力の増強を図ってきました。その結果、

混雑率は年々低下してきていますが、いまだ高い状況にあり、今後とも鉄道網の整備が必要となっ

ています。 

東京圏における鉄道網の整備計画は、交通政策審議会答申第 198 号「東京圏における今後の都

市鉄道のあり方」（平成 28 年 4 月）及び第 371 号「東京圏における今後の地下鉄ネットワークの

あり方等について」（令和 3 年 7 月）に基づき、既設路線の改良や路線の新設、複々線化等につ

いて検討を進めています。令和７年４月１日現在、地下鉄等については 13 路線、延長約 368 ㎞の

都市計画を決定しています。 

また、鉄道と道路の交差する踏切における道路交通の円滑化や踏切事故の解消を図るとともに、

鉄道により分断されていた市街地の一体化を図るため、鉄道の一定区間を連続的に立体化し、多数

の踏切を除却する連続立体交差事業を進めています。この事業は、国土交通省が策定した要綱に基

づき、進めています。令和７年４月１日現在、東京都内においては 30 区間、延長約 114.6 ㎞を連

続立体交差事業として都市計画を決定しています。 

一方、様々な都市交通に対応するため、鉄道及び鉄道とバスの中間程度の輸送力を持つ新交通シ

ステム等の整備を進めてきました。これまで、多摩都市モノレールは多摩センター～上北台間、東

京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ）は新橋～豊洲間、日暮里・舎人ライナーは日暮里～見沼代親水

公園間、常磐新線（つくばエクスプレス）は秋葉原～つくば間、東京臨海高速鉄道臨海副都心線

（りんかい線）は新木場～大崎間、がそれぞれ開業しています。 

 

参参照照：：第第３３－－1155 表表  地地下下鉄鉄等等のの都都市市計計画画・・完完成成状状況況表表（（114477 ペペーージジ））  

第第３３－－1166 表表  連連続続立立体体交交差差事事業業等等ににおおけけるる既既設設鉄鉄道道のの都都市市計計画画決決定定及及びび完完成成状状況況  

（（114488 ペペーージジ））  
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第第３３－－1122 図図 都都市市高高速速道道路路網網図図

 

 

 

 

 

 

 

 

第第３３－－1133 図図 高高速速道道路路ネネッットトワワーークク

令和７年４月 1 日現在

（令和７年４月１日現在）
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((22))  都都市市高高速速鉄鉄道道  

東京圏では、活発な都市活動により、鉄道を利用する多くの通勤・通学需要が存在しています。

特に郊外から都心に至る路線の混雑が激しいものとなっています。このような通勤・通学時の混雑

を緩和するため、地下鉄等の建設や複々線化などにより輸送力の増強を図ってきました。その結果、

混雑率は年々低下してきていますが、いまだ高い状況にあり、今後とも鉄道網の整備が必要となっ

ています。 

東京圏における鉄道網の整備計画は、交通政策審議会答申第 198 号「東京圏における今後の都

市鉄道のあり方」（平成 28 年 4 月）及び第 371 号「東京圏における今後の地下鉄ネットワークの

あり方等について」（令和 3 年 7 月）に基づき、既設路線の改良や路線の新設、複々線化等につ

いて検討を進めています。令和７年４月１日現在、地下鉄等については 13 路線、延長約 368 ㎞の

都市計画を決定しています。 

また、鉄道と道路の交差する踏切における道路交通の円滑化や踏切事故の解消を図るとともに、

鉄道により分断されていた市街地の一体化を図るため、鉄道の一定区間を連続的に立体化し、多数

の踏切を除却する連続立体交差事業を進めています。この事業は、国土交通省が策定した要綱に基

づき、進めています。令和７年４月１日現在、東京都内においては 30 区間、延長約 114.6 ㎞を連

続立体交差事業として都市計画を決定しています。 

一方、様々な都市交通に対応するため、鉄道及び鉄道とバスの中間程度の輸送力を持つ新交通シ

ステム等の整備を進めてきました。これまで、多摩都市モノレールは多摩センター～上北台間、東

京臨海新交通臨海線（ゆりかもめ）は新橋～豊洲間、日暮里・舎人ライナーは日暮里～見沼代親水

公園間、常磐新線（つくばエクスプレス）は秋葉原～つくば間、東京臨海高速鉄道臨海副都心線

（りんかい線）は新木場～大崎間、がそれぞれ開業しています。 

 

参参照照：：第第３３－－1155 表表  地地下下鉄鉄等等のの都都市市計計画画・・完完成成状状況況表表（（114477 ペペーージジ））  

第第３３－－1166 表表  連連続続立立体体交交差差事事業業等等ににおおけけるる既既設設鉄鉄道道のの都都市市計計画画決決定定及及びび完完成成状状況況  

（（114488 ペペーージジ））  
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No. 路線名
<<11>> 都心直結線の新設

<<22>> 羽田空港アクセス線の新設及び京葉線・りんかい線相互直通運転化

<<33>> 新空港線の新設

<<44>> 京急空港線羽田空港国内線ターミナル駅引上線の新設

<<55>> 常磐新線の延伸

<<66>> 都心部・臨海地域地下鉄構想の新設及び同構想と常磐新線延伸の一体整備

<<77>> 東京８号線（有楽町線）の延伸（豊洲～住吉）

<<88>> 都市部・品川地下鉄構想の新設

<<99>> 東西交通大宮ルートの新設

<<1100>> 埼玉構想鉄道線の延伸

<<1111>> 東京１２号線（大江戸線）の延伸

<<1122>> 多摩都市モノレールの延伸

<<1133>> 東京８号線の延伸

<<1144>> 東京１１号線の延伸

<<1155>> 総武線・京葉線接続新線の新設

<<1166>> 京葉線の中央線方面延伸及び中央線の複々線化

<<1177>> 京王線の複々線化

<<1188>> 区部周辺部環状公共交通の新設

<<1199>> 東海道貨物支線課貨客併用化及び川崎アプローチ線の新設

<<2200>> 小田急小田原線の複々線化及び小田急多摩線の延伸

<<2211>> 東急田園都市線の複々線化

<<2222>> 横浜3号線の延伸

<<2233>> 横浜環状鉄道の新設

<<2244>> いずみ野線の延伸

国国
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トト

注1）「路線の新設」には貨物線の旅客線化を含む
注2）「既設路線の改良」には複々線化は含まない

● 国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークの
プロジェクト

路線の新設

路線の新設（起終点が未定のプロジェクト）

既設路線の改良

● 地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資する
プロジェクト

路線の新設

複々線化

● 駅空間の質的進化に資するプロジェクト等

駅のプロジェクト等

凡 例
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第第３３－－1177 表表  鉄鉄道道・・新新交交通通シシスステテムム計計画画表表  

名 称 
項 目 ① 多摩都市モノレール整備事業 ② 東京臨海新交通臨海線(ゆりかもめ)整備事業 

目      的  多摩都市モノレールは、多摩地域南北方向の公
共交通網の充実、核都市間相互の連携強化等を目
的として、便利で快適に移動できる交通ネットワ
ークを形成する。 

 東京臨海新交通臨海線(ゆりかもめ)は、臨海副
都心と都心部を結ぶ新たな交通手段として、臨海
部の交通利便性を高めることを目的として整備す
る。 

また、豊洲まで延伸することにより、既存の鉄
道と連絡し、交通のネットワークが形成されると
ともに臨海部の開発を支える。 

事業計画の概要 〈整備済路線〉 
１ 整備区間 
  多摩センター～上北台間 16.0 ㎞ 
  駅数 19 駅 
２ 乗車人員 
  一日当たり約 143,000 人 
        （令和元年度平均） 
３ 開 業 
  平成 10 年 11 月 立川北～上北台間 
  平成 12 年１月  立川北～多摩センター間 
４ 導入システム 
  跨座型モノレール 
 
〈延伸区間〉 
地域の成長に応じた鉄道ネットワークの充実に資
するプロジェクト 
   上北台～箱根ケ崎間 
   多摩センター～八王子間 
   多摩センター～町田間 

 
１ 開業区間 
  新橋～豊洲間  約 14.7 ㎞ 
  駅数 16 駅 
２ 利用者数 
  一日当たり約 111,000人  

（令和元年度平均） 
３ 開 業 
  平成７年 11 月 新橋～有明間 
  平成 18 年 3 月 有明～豊洲間 
４ 導入システム 
  標準型新交通システム 
 
 
 
 

事 業 主 体 インフラ部 ……東京都建設局 
インフラ外部……多摩都市モノレール株式会社 
             （第三セクター） 

インフラ部……東京都建設局、港湾局 
インフラ外部…株式会社ゆりかもめ 
              （第三セクター） 

主 な 経 緯 昭和56年10月： 

57年12月： 

 

58年４月： 

61年４月： 

62年12月： 

平成元年９月： 

 

２年６月： 

 

〃  ７月： 

〃  12 月： 

３年９月： 

 

〃 11月： 

４年12月： 

 

６年６月： 

 

10年11月： 

12年１月： 

    〃 ： 

 

 

28年４月： 

 

 

令和７年３月： 

 

延長約 93㎞を発表（構想路線）

都長期計画で多摩センター・上

北台間約 16 ㎞の整備を位置付け 

国庫補助事業として新規採択 

多摩都市モノレール㈱設立 

軌道法特許取得 

都市計画決定(多摩センター～

上北台間) 

施行認可(Ⅰ期：立川北～上北

台間) 

都市計画法事業認可 

工事着手 

施行認可(Ⅱ期：立川北～多摩

センター間) 

工事着手 

多摩島しょ振興推進本部会議で 

次期整備路線決定 

上北台～箱根ケ崎間約７㎞の事 

業延伸採択 

立川北～上北台間開業 

多摩センター～立川北間開業 

運輸政策審議会答申第 18 号に

箱根ケ崎、町田、八王子延伸を

位置付け 

交通政策審議会答申第 198号に箱

根ケ崎、町田、八王子延伸を位置

付け 

都市計画決定（上北台～箱根ケ

崎） 

昭和61年11月： 

 

63年４月： 

63年11月： 

 

平成元年３月： 

 

２年７月： 

 

７年11月： 

８年７月： 

 

 

 

 

 

 

９年２月： 

 

 

 

10年７月： 

11年３月： 

11年12月： 

12年１月： 

 

18年３月： 

第二次東京都長期計画におい

て、計画事業に位置付け 

東京臨海新交通㈱設立 

軌道法特許、鉄道事業法免許取 

得 

第一期（竹芝ふ頭～国際展示場

間）都市計画決定 

第二期（新橋～竹芝ふ頭間） 

都市計画決定 

新橋～有明間開業 

「臨海副都心開発の基本方針」 

において、豊洲までの延伸は平 

成 17年度目途に整備するとし、 

豊洲～勝どき間は、今後の利用

状況や周辺の開発動向を見定

め、整備時期を検討するとし

た。 

「生活都市東京構想」におい

て、豊洲までの延伸について、

平成 17 年度を目途に整備する

とした。 

軌道法特許取得（有明～豊州

間） 

都市計画決定（有明～豊州間） 

工事着工 

運輸政策審議会答申第 18 号に

勝どき延伸を位置付け 

有明～豊洲間開業 




